一般競争入札実施要領（郵便型入札）
この実施要領は、萩市の市有財産売払いに係る入札の執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を定めたものであり、入札参加希望者はこの実施要領をよく読み、内容を十分把握した上でお申し込み下さい。
1. 一般競争入札により売払いする物件　
物件名：旧堀内普通住宅跡地
	区分
	所　　　　　在
	地　目
	土地：実測面積
	予定価格
（最低入札価格）

	土地
	萩市大字堀内字堀内１２７番２２
	雑種地
	８．７９㎡
	４，２３４，０００円

	
	萩市大字堀内字堀内１２７番２４
	雑種地
	２０４．００㎡
	


2． 入札参加資格
入札に参加できる方は、個人又は法人を問いません。ただし、次のいずれかに該当する方
は、入札に参加することができません。また、代理人として参加することができません。
　なお、下記（３）に該当しないことを確認するため、萩警察署に照会します。
（1） 日本国内に居住していない者
（2） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者
（3） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号
　　から第４号まで及び第６号に該当する者
（4） 無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条第
　　１項に規定する観察処分の決定を受けた団体又はその団体の役員若しくは構成員
（5） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）
　　等に基づく更生又は再生手続きを行っている者
3． 入札に当たって付す条件
入札する物件については、売買契約書において次の用途制限が付されますので、ご注意
　下さい。
（１）落札者は、落札物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律
第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所、その他これに類するものの用に供し、
又は、これらの用に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡し、若しくは本物
件について地上権、賃借権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはなら
ない。
（２）落札者は、落札物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年
　　法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特
　　殊営業、同条第１１項に規定する接客業務受託営業、その他これらに類するものの用に供
　　し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡し、若しくは本
　　物件について地上権、賃借権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはな
　　らない。
（３）敷地排水（雨水）対策を行うこと。 
（４）日照権に留意した利用を行うこと。
（５）落札者が売買物件を第三者に譲渡等をする場合においても、新たに権利を取得する方に
この用途制限を書面により承継すること。
　　　なお、この用途制限等の履行状況を確認するために実地調査等を行うことがあり，違反
した場合には違約金を請求することになります。
４.入札参加申請書及び物件説明書の配布
	配布期間
	令和８年２月２日（月）～令和８年２月１３日（金）の午前９時～正午、午後１時～５時まで
※土・日・祝日を除く。

	配布場所
	萩市大字江向５１０番地　萩市総務部契約監理課（第２庁舎２階）　
萩市大字江向５１０番地　萩市総務部財産管理課（本庁舎２階）　　
※令和８年２月２日（月）から、萩市公式ホームページよりダウンロードもできます。


５.入札参加申請の受付
	受付期間
	※この入札に参加するには、事前の参加申請が必要となります。
令和８年２月２日（月）～令和８年２月１３日（金）午後５時まで（必着）
上記の入札参加申請受付期間中に、必要書類を郵送（書留あるいは簡易書留）又は持参して下さい。
※受付期間内に到着しない申請は無効となりますので、余裕をもって申請して下さい。

	提出先
	【郵送の場合】
　〒７５８－８５５５　山口県萩市大字江向５１０番地　萩市総務部契約監理課あて
※郵送の場合は、必ず書留あるいは簡易書留で郵送して下さい。
【持参の場合】
　直接持参する場合は、萩市総務部契約監理課（第２庁舎２階）に提出して下さい。
（受付時間：午前９時～正午、午後１時～５時まで）
※土・日・祝日を除く。

	提出書類
	1 一般競争入札参加申請書兼誓約書（様式１）
2 申請者が個人の場合は、住民票抄本・身分証明書・印鑑登録証明書：原本各１部
（各証明書は、提出日から３ヶ月以内に発行されたものに限ります。）
※住民票抄本は、個人番号の記載のないもの。
※身分証明書：破産者等で復権を得ない者でないことを証明する書類で、本籍地の市
町村長が発行するもの。
3 申請者が法人の場合は、履歴事項全部証明書・印鑑証明書：原本各１部
　（各証明書は、提出日から３ヶ月以内に発行されたものに限ります。）
4 申請者が法人の場合のみ、役員一覧（様式２）を併せて提出して下さい。
5 代理人により入札する場合のみ、委任状（様式３）を併せて提出して下さい。
（注）代理人資格の確認を行うため、萩市が警察等関係機関に対して照会を行うこと
に関して、その旨ご了承下さい。（代理人が法人の場合、役員等を含みます。）
6 所有権の共有を希望される場合は、【別紙】共有者名簿と共有者全員の添付書類を添えて、必ず共有名義でお申し込み下さい。共有名義で申し込み手続きを行った場合、入札は代表者が行うことになります。
※②及び③は、共有名義の場合は共有者全員のものが必要です。
※提出された書類等は、一切返却できませんのでご了承ください。


６.入札参加者の決定
	結果の通知
	令和８年２月２４日（火）までに適合・非適合の通知を行います。

	非適合の理由説明の申出
	【日　時】非適合の通知の日の翌日から７日を経過する日までの午前９時～１２時
、午後１時～５時まで（ただし、土・日・祝日を除きます。）
【場　所】萩市大字江向５１０番地　萩市総務部契約監理課（第２庁舎２階）


７.入札必要書類等の送付
	入札参加者の決定後に、萩市から入札に必要な次の書類を郵送します。
1 一般競争入札参加申請書兼誓約書（様式１）の写し
2 入札保証金納付書
3 入札保証金提出書兼返還請求書（様式４）
4 入札書（様式５）
5 入札書提出用封筒
6 入札関係書類送付用封筒



８.入札保証金の納付
	入札に参加するには、入札書の提出日までに入札保証金を納めていただくことが必要となります。
1 入札保証金額
各入札参加者の見積もる入札金額の５％以上の金額（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数を切上げた額）を納付して下さい。
　 ※予定価格（最低入札価格）の５％以上ではありませんので、ご注意下さい。
　（例）〇見積もる入札金額が２，５００，０００円の場合
　　　　　２，５００，０００円×５％＝１２５，０００円以上
　　　　〇見積もる入札金額が１，０８５，０００円の場合
1， ０８５，０００円×５％＝　５４，２５０円
　　　　　　　　　　　　　　　　↓（１，０００円未満の端数を切上げ）
５５，０００円以上
2 納付方法 
入札参加申請受付後、萩市が送付する納付書により、入札保証金を萩市指定金融機関又は萩市収納代理金融機関で事前に納付して下さい。
3 入札保証金の返還
落札者以外の方が納付した入札保証金は、「入札保証金提出書兼返還請求書（様式４）」に記載された金融機関の口座へ振込により返還します。なお、返還には開札後３週間程度を要しますので、ご了承下さい。また、入札保証金に利息は付きません。
4 入札保証金の充当・帰属
落札者が納付した入札保証金は、全額を契約保証金の一部に充当することができます。
ただし、落札者が契約締結期限までに落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は返還されませんので、ご注意下さい。
【萩市指定金融機関】
　山口銀行　本店及び各支店
【萩市収納代理金融機関】
　萩山口信用金庫 本店及び各支店、西京銀行 本店及び各支店、もみじ銀行 本店及び各支店、
　山口県農業協同組合 萩市内及び阿武町内各支店、山口県漁業協同組合 はぎ・大島・奈古支店
　中国労働金庫 本店及び各支店、信用組合広島商銀 本店及び各支店、西中国信用金庫 本店及び
　各支店、ゆうちょ銀行及び全国の郵便局（中国５県以外では、専用の納付書が必要ですので、
お問い合わせ下さい。）、北九州銀行 本店及び各支店



９.入札
	入札期間
	令和８年２月２６日（木）～３月１１日（水）午後５時まで（必着）
上記の入札期間中に、以下の入札書類を郵送（書留あるいは簡易書留）又は持参して下さい。

	提出先
	【郵送の場合】
　〒７５８－８５５５　山口県萩市大字江向５１０番地　萩市総務部契約監理課あて
※郵送の場合は、必ず書留あるいは簡易書留で郵送して下さい。
【持参の場合】
　直接持参する場合は、萩市総務部契約監理課（第２庁舎２階）に提出して下さい。
（受付時間：午前９時～正午、午後１時～５時まで）
※土・日・祝日を除く。

	提出書類
	1 入札書（様式５）※入札書提出用封筒に①のみを入れ、封緘し、封印して下さい。
2 入札保証金提出書兼返還請求書（様式４）
3 入札保証金領収証書（金融機関の領収印があるもの）の写し〈※必ず②入札保証金提出書兼返還請求書（様式４）の裏面に貼付して下さい。〉
※入札書に使用する印鑑は、入札参加申請書（様式１）に使用した印鑑と同一の印鑑として下さい。（代理人が入札する場合は、委任状に押印した印鑑と同一のものを使用して下さい。）
※一度郵送（提出）した入札書の書換や引換、撤回をすることはできません。


【提出書類の作成要領】
（１）入札書（様式５）
　　①入札書に入札金額及び必要事項を記入し、印鑑登録印を押印して下さい。
ア 入札書の記入には、黒の万年筆又はボールペンを使用し記入して下さい。
イ 金額の記入には、アラビア数字（0、1、2、3・・・・・）の字体を使用し、最初の数字
の前に必ず「￥」を記入して下さい。
[bookmark: _Hlk15560598]ウ 入札者本人が入札を行う場合は、入札者本人の住所・氏名（法人の場合は、法人の所在
地、法人名及び代表者名）を記入し、印鑑登録印を押印して下さい。
エ 共有名義で入札を行う場合は、入札参加申請時に定めた代表者の住所・氏名（法人の場
合は、法人の所在地、法人名及び代表者名）を記入し印鑑登録印を押印して下さい。
　　②入札書提出用封筒に必要事項を記入の上、入札書のみを入れて封（のりづけ）をし、印鑑
　　　登録印で割印をして下さい。
（２）入札保証金提出書兼返還請求書（様式４）
　　①入札保証金提出書兼返還請求書に必要事項を記入し、印鑑登録印を押印して下さい。
　　②入札保証金の返還用口座は、必ず入札者本人名義の金融機関口座を記入して下さい。
　　　なお、共有名義で申し込みをした場合は、代表者の口座を記入して下さい。
③入札保証金の返還用口座は、通帳等を確認の上、正確に記入して下さい。
④裏面に入札保証金の「領収証書」（金融機関の領収印があるもの）をコピーし、原本の大
　きさに切ったものを貼付けして下さい。
　※上記の要領で作成した入札書を入れた「入札書提出用封筒」及び「入札保証金提出書兼返還
請求書（様式４）」を「入札関係書類送付用封筒」に入れて書留あるいは簡易書留で郵送し
て下さい。なお、直接持参していただいても結構です。
１０.開札
	開札日時
	令和８年３月１３日（金）午後２時００分から

	開札場所
	萩市大字江向５１０番地　萩市役所本庁舎２階第４会議室


（1） 開札の立会等 
立会は任意です。入札関係者で立会を希望される方は、１入札者あたり１名まで立会可能
　  です。立会される場合は、必ず３月１１日（金）午後５時までに萩市契約監理課へ事前にご
連絡いただき、参加いただきますようお願い致し
ます。なお、開札会場への入場には、萩市から郵送した一般競争入札参加申請書兼誓約書
（様式１）の写しが必要となりますので、必ずご持参下さい。立会の受付は、開札日の午後
１時５０分から行います。また、入札者が開札に立ち会わないときは、この入札事務に関係
しない萩市の職員が立ち会います。
（２）落札者の決定方法
      有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が予定価格以上で、かつ、最高の
価格をもって入札した者を落札者とします。
 同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を
決定します。くじは、当該入札関係者も引くことができるものとします。
 なお、開札に立ち会っていない者等くじを引かない者があるとき又は入札関係者の立会が
　　全くない場合には、これに代えて当該入札事務に関係のない萩市職員にくじを引かせて、落
　　札者を決定します。この場合、くじ引きの結果についての異議の申し立てはできません。
（３）開札結果
 開札場所では、落札者の氏名（法人名）及び落札金額を発表します。
 開札に参加されなかった入札者又は代理人の方には、開札後、電話で入札結果をご連絡し
ます。
（４）入札の無効
　次のいずれかに該当する入札は無効とします。
1 入札参加の資格のない者の入札
2 委任状を提出していない代理人の入札
3 同一物件につき同一の名をもってした二通以上の入札（代理人によるものも含みます。）
4 一人で他の代理人も兼ねた者の入札又は一人で二以上の代理人となった者の入札
5 入札保証金を納付していない者の入札
6 入札保証金が規定の金額に満たない者の入札
7 記載必要事項に不備のある入札書による入札
8 入札書記載の価格等の事項を容易に修正できる筆記用具（鉛筆・消せるボールペン等）により記載した入札
9 入札金額をアラビア数字（算用数字）以外の字体を使用して記入した入札
10 入札金額を訂正した入札書による入札（訂正印の押印があっても無効です。）
11 入札書の記載事項が不明な入札、又は入札書に記名もしくは押印のない入札
12 入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
13 予定価格に達しない金額を記入した入札
14 期限までに入札書が指定場所に到達しなかった者の入札
15 その他入札に関する条件に違反した入札
１１.契約必要書類等の送付
	落札者決定後に、萩市から契約に必要な次の書類を郵送します。
1 市有財産売却決定通知書
2 契約書
3 契約保証金納付書
4 契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書






１２.契約保証金の納付及び契約の締結
	契約締結期限
	令和８年３月２７日（金）までに、署名・押印した契約書及び契約保証金領収証書（納付済み原本）を提出していただきます。なお、契約保証金領収証書（納付済み原本）は、納付の確認をした後、返却します。この期限までに契約を締結しない場合、落札は無効となります。
※売買契約は、申込者名義で行います。
※売買契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担となります。
※契約書に使用する印鑑は、入札参加申請書（様式１）に使用した印鑑と同一の印鑑として下さい。

	契約保証金
	契約締結の際には、契約保証金（落札価格の１０％以上）が必要です。契約保証金は、契約締結時までに萩市から送付する納付書により、萩市指定金融機関又は萩市収納代理金融機関で納付していただきます。なお、既納の入札保証金を契約保証金の一部に充当することができます。


１３.売買代金の納付
	代金納付期限
	令和８年４月１７日（金）までに、売買代金と契約保証金との差額を萩市から送付する納付書により、萩市指定金融機関又は萩市収納代理金融機関で納付していただきます。契約代金が納期限までに支払われない場合には、契約が解除されることがあります。この場合、契約保証金はお返しできませんので、納期限には十分ご注意下さい。


１４.所有権の移転登記
	所有権は、売買代金等納付確認後に買主に移転します。登記手続きは萩市が行いますが、諸費用（登録免許税等）は、買主の負担となります。また、登記に必要な書類を提出していただきます。所有権移転登記完了後、物件の引渡しを行います。


１５.その他の注意事項
（１）売却物件の現地説明会は行わず、売却物件は、すべて現状での売買及び引渡しとなりま
すので、必ず事前に現地の確認をして下さい。
（２）売却物件の物件説明書の記載事項と現状とに差異が生じた場合には、現状が優先します。
（３）売却物件は、すべて現状有姿での引渡しとなります。物件内の工作物及び樹木などの撤去
　　及び処分等が必要な場合は、買主の負担で行って下さい。
（４）売却物件の埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っていません。ゴミやガラ及び埋設物
　　などの撤去及び処分等が必要な場合は、買主の負担で行って下さい。地盤及び土壌に関して
工事等が必要な場合も同様です。
（５）売却物件に越境物がある場合についても、現状のままでの引渡しになります。萩市は、越
　　境物等に関する隣接土地所有者等との協議は行いませんので買主において対応して下さい。
契約後に越境関係が判明した場合も同様です。
（６）隣接地との境界標は、コンクリート杭、金属標、金属鋲、プラスチック杭等により設置さ
れていますが、現状のままでの引渡しになります。境界標の補修や打ち直しは行いません。
（７）売却物件の土地利用にあたっては、都市計画法、建築基準法等の各種法令及び萩市の関係
条例を遵守する必要がありますので、事前に関係機関に確認を行って下さい。
（８）入札の公正性・競争性を確保するため、入札参加者の状況等の問い合わせについては、一
　　切お答えできません。

 【本件に関する問い合わせ】
●物件に関すること
萩市総務部財産管理課　℡：0838-25-3143
●入札に関すること
萩市総務部契約監理課　℡：0838-25-3474
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